
よこはま保健医療プラン策定検討部会設置要綱 

制  定 平成 24 年５月１日  

最近改正 平成 28 年８月 15 日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保健医療分野を中心とした施策を総合的に体系づけた中期的な指針と

なる「よこはま保健医療プラン」の策定にあたり、専門の事項を協議するため、横浜市

保健医療協議会運営要綱第 7 条第 1 項に基づく部会として、よこはま保健医療プラン策

定検討部会（以下「部会」という。）を置き、部会の運営その他必要な事項について定

めるものとする。 

（内容） 

第２条 部会は、次の事項について協議を行うものとする。 

(1) 「よこはま保健医療プラン」の策定

(2) その他必要な事項

（構成） 

第３条 部会は、横浜市保健医療協議会（以下「協議会」という。）の委員、臨時委員及び

関係団体の代表等のうちから、協議会会長が指名する者をもって組織する。 

（部会長） 

第４条 部会は、部会長を 1 人置き、協議会会長が指名する。 

（会議） 

第５条 部会の会議は、協議会会長の指示に応じ部会長が招集する。  

（会議の公開） 

第６条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年 2 月横浜市条例第 1 号）第

31 条の規定により、部会の会議については、一般に公開するものとする。ただし、委員

の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。非公開とする場合

は、傍聴人を会場から退去させるものとする。 

（意見の聴取等） 

第 7 条 部会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その

意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。  

（解散） 

第８条 部会は、「よこはま保健医療プラン」の策定終了をもって、解散するものとする。 
（庶務） 

第９条 部会の庶務は、医療局医療政策部医療政策課において処理する。  

 （委任） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会の

会議に諮って定める。 



附 則  

（施行期日） 

 この要綱は、平成 24 年５月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日） 

 この要綱は、平成 28 年８月 15 日から施行する。  


